
平成 21 年（2009）８月〈１０〉

各種手当等の申請をお忘れなく！
　市は、次に該当する人に対して、手当等を支給しています。受給には申請が必要となりますので、忘れずに
手続きしてください。

現在受給中の人の手続き対　　　象手　当　名

｢現況届｣を未提出の人は、早急に提出してく
ださい。提出されない場合、手当が支給され
ないことがありますのでご注意ください。

小学校修了前の児童の生活の面倒を見てい
る人

①児童手当

８月３１日�までに、「現況届」を提出してく
ださい。

母子家庭（※１）であり、１８歳未満の児童の生
活の面倒を見ている人

②児童扶養手当

９月１０日�までに、「所得状況届」を提出し
てください。

２０歳未満の精神または身体に障害のある児
童の生活の面倒を見ている人

③特別児童扶養手当

２０歳未満で、精神または身体に重度の障害
があり、日常生活において常時特別な介護
が必要な児童

④障害児福祉手当

２０歳以上で、精神または身体に重度の障害
があり、日常生活において常時特別な介護
を必要とする人

⑤特別障害者手当

■手当について

年金額（年額）対　　　　象年　金　名

（１）７３,５００円 
（２）３６,８００円

心身に障害がある２０歳未満の児童で、下記に該当する児童。ただし、障
害児福祉手当を受給中の人は対象となりません。 
�身体障害者手帳１・２級、または知能指数がおおむね３５以下の場合
�身体障害者手帳３級、または知能指数がおおむね３６以上５０以下の場合

①心身障害児童年金

児童１人につき 
（１）３６,８００円 
（２）２４,３００円

下記のいずれかに該当する児童で、１５歳に達した年度末までの児童、およ
びその後も引き続き中学校に在学するもの。 
�両親を亡くした児童 
�両親の一方を亡くした児童

②遺児年金

■年金について

■問い合わせ・申請先　手当①～②と年金②については子ども課子ども支援係（��０２８８）、
　　　　　　　　　　　手当③～⑤と年金①については福祉課障害福祉係（��０２８４）、
　　　　　　　　　　　または各地域局地域振興課住民福祉係

( ※１) 母子家庭 … 父母が婚姻を解消した、父が死亡した、父が重度の障害状態にある、父が行方不明、父が児童を１年以上遺　
　　　　　　　　棄している、母が婚姻によらないで懐胎した状態にある児童を養育している家庭。

※ただし、次の場合は手当を受けられません。

　① ……… 受給される人の所得が一定額を超える場合

　②～⑤ … 受給者、障害者 ( 児 ) または扶養義務者の所得が一定額を超える場合

　②～⑤ … 対象児童、障害者 ( 児 ) が社会福祉施設・児童入所施設等に入所している場合など
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住宅用太陽光発電システム設置を助成します

■問い合わせ・申請先　〒７１６�８５０１［住所不要］　高梁市役所市民環境課環境係（��０２５９）

　市は、地球環境の保全および環境にやさしいまちづくりを推進するため、住宅用太陽光発電シス

テムを設置する人に対し、設置費用の一部を助成しています。

▽補助対象となる太陽光発電システムの主な要件

�最大出力が１０ｋＷ未満で、かつ設備価格が７０

万円（税抜）／ｋＷ以下であること

�未使用のもの（中古品は対象外）

�電力会社と電灯契約および余剰電力の販売契

約を締結できるもの

▽補助金を受けることができる人

�次のいずれかに該当し、市税を完納している人

　①自らが居住する市内の住宅に、対象システム

　を設置する場合

　②対象システムが設置された市内の建売住宅

　を購入して、自らが居住する場合

�申請時に未着工（未購入）であり、交付決定通知

後に着工（購入）する人

※このほかにも、交付要綱・要領に規定する要件

をすべて満たす必要があります。

▽補助金額

　太陽電池モジュール公称最大出力１ｋＷ当たり

７万円（上限４ｋＷ２８万円）

▽申請期限

�平成２２年１月２９日�までの開庁日の午前８時

３０分～午後５時１５分に、市民環境課へ補助金

交付申請書を提出してください。

�郵送の場合は、平成２２年１月２９日�の消印ま

でを有効とし、それ以降のものは受理しません。

※申請書類は市民環境課に備えています。市

ホームページからもダウンロードすることが

できます。
▽その他

�平成２１年７月７日以降に着工（購入）した人で、

９月３０日�までに申請される場合も対象とな

ります。また、国・県の補助制度の助成を受け

る場合でも補助対象となります。

�申請期限までに、補助金の交付決定額が予算額

に達した場合等はお断りすることもあります

ので、ご了承ください。

※交付要綱等の詳細は、市ホームページをご覧い

ただくか、下記へお問い合わせください。
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